
 

 

 

 

契  約  書（案）  

 

 

１  件   名    令和５年長与町庁舎外１６施設電力需給 

 

 

２  契約期間    令和５年３月１日から  

令和６年２月２９日まで  

 

 

３  契約単価    別紙明細のとおり  

 

 

４  契約保証金    

 

上記の電気の供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意

に基づいて、別添の各項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを

履行するものとする。  

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有す

る。  

 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

発注者   住所  長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷６５９番地１  

長与町長  吉  田  愼  一    （印）  

 

 

 

受注者   住所  

  

             氏名                 （印）  

 

 

 



（総則）  

第１条  発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、

仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び仕様書を内

容とする契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。  

２  受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記

載の契約期間（以下「契約期間」という。）中、発注者に供給するものとし、

発注者は、受注者に対価を支払うものとする。  

３  発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはなら

ない。 

４  この契約に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。  

５  この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。  

６  この約款の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単価は、仕様書

に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めると

ころによるものとする。  

７  この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律

第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）に定めるところによるものとす

る。  

８  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。  

９  この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所

をもって合意による専属的管轄裁判所とする。  

 

（請求等及び協議の書面主義）  

第２条  この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除（以下「請求

等」という。）は、書面により行わなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者

及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合

において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを

相手方に交付するものとする。  

３  発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うとき

は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。  

 

（権利義務の譲渡等の禁止）  

第３条  発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に

譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、相手方の承諾を

得た場合はこの限りではない。  

 

（使用電力量の増減）  

第４条  発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を増減することが

ある。  

 

（契約電力の変更）  

第５条  供給開始後の契約電力は、その１月の最大需要電力と前 11 月の最

大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が

500ｋＷとなる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、 発

注者と受注者で協議の上、契約電力を決定する。  

 



 

（使用電力量の計量）  

第６条  受注者は、毎月定めた日に計量器に記録された値を読みとり、計量し

た使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。）を発

注者に通知しなければならない。  

２  電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。  

 

（契約単価の変更）  

第７条  契約後において、経済状況及び発電費用等の変動のやむを得ぬ事情により契約

単価が不適当となり、契約単価を改定する必要が生じたときは、双方協議によ

りこれを改定することができる。  

   

（支払）  

第８条  受注者は、第６条第１項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支

払いを請求することができる。  

２  前項に規定する電気料金は、別紙明細書の基本料金（単価）に契約電力を

乗じて得た額と別紙明細書の電力量料金（単価）に当該月における使用電力

量を乗じて得た額を加算した額（１円未満の端数は切り捨てる。）とする。  

３  発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

30 日以内に電気料金を支払わなければならない。ただし、受注者の供給条

件に「支払期日」の定めがある場合は、供給条件により電気料金を支払うも

のとする。  

４  発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場

合においては、受注者は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第８条の規定に基づく遅延利息の額を発注者に請求することができる。ただ

し、前項ただし書きの場合は、供給条件の定めにより算出した額を発注者に

請求することができる。  

 

（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に

基づく賦課金）  

第９条  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法に基づく賦課金は、九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件に

よる。  

 

（発注者の解除権）  

第 10 条  発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。  

(1) 天災その他不可抗力によらないで、電力の供給をする見込みがないと

認められるとき。  

(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の

目的を達することができないと認められるとき。  

(3) 第 12 条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。  

２  前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約電力

及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の１に相当す

る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。  

 

第 11 条  発注者は、契約期間の間、前条第１項の規定によるほか必要がある

ときは、契約を解除することができる。  



２  発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。  

 

（受注者の解除権）  

第 12 条  受注者は、発注者が契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消し

ないときは、契約を解除することができる。  

２  受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があると

きは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。  

 

（解除の効果）  

第 13 条  契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受

注者の義務は消滅する。  

２  発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受

けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければな

らない。  

３  前項の電気料金は、発注者と受注者で協議して定める。  

 

第 14 条  受注者は、この契約書に定めるもののほか、関係法令等の定めると

ころに従わなければならない。  

 

（協力義務）  

第 15 条  受注者は、次期の入札に付するために必要な情報について、発注者

に提供することに協力する義務を負う。  

 

（特約事項）  

第 16 条  この契約は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 の

規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌

年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

２  前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、受注

者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。

この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする  

 

（規定以外の事項）  

第 17 条  この契約に定めのない事項については、九州地区の旧一般電気事業

者の定める標準供給条件によるほか、必要に応じて発注者と受注者で協議し

て定める。  

 

 

 


